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. 会 議 結 果 報 告 書 

  

議題：平成３１年度（2019年度）予算編成方針について 

 担当部課等 財務部財政課 

 説 明 者 財務部長、財政課長、財政課課長代理（財政担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．「秦野みらいづくり特別枠」の具体的な対象はどのようか。 

Ａ．横断的に相乗効果があるもので、複数の課にまたがるもの

と考えている。 

Ｑ．複数の課にまたがる場合、どちらの課が予算計上するかな

ど、財政課がリードするのか。 

Ａ．初めての取組みであり、実務的には財政課がリードする必

要があると考えている。 

Ｑ．一般財源ベースとあるが、交付金等の特定財源は入ってい

ないということか。また、いわゆる補助裏の財源は入ってい

るか。 

Ａ．特定財源は入っていない。また、補助裏は入っている。 

（意見） 

 ・ホームページなどで公表する際には、市民にも分かるよう

注釈をつけるなどの対応をしてほしい。 

Ｑ．臨時財政対策債の扱いはどのようか。 

Ａ．前年度と同額の１８億６千万円で推計しているが、財源不

足の程度により調整させていただきたい。公債費全体では減

らしていきたいと考えている。 

（意見） 

 ・補正との整合や制度の性格からすれば、可能額を満額借り

るべきであると思うが、改めて検討してみてほしい。 

 会 議 結 果 原案了承 

 

会 議 名 称 政策会議 

日 時 平成30年 10月 9日(火) 午後1時30分～午後3時5分 

場 所 ３Ａ会議室 

出席者 

出 席 
市長、宮村副市長、高村副市長、教育長、政策部長、市長公室

長、財務部長、建設部長 

事務局 
企画課長、課長代理(調整担当) 

陪席：秘書課長 
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議題：秦野市市税条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 財務部市民税課、財務部資産税課 

 
説 明 者 

財務部長、市民税課長、市民税課課長代理（税制収納管理担当）、

資産税課長 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．わがまち特例は参酌基準どおりとしているが、他市の状況

はどうか。 

Ａ．再生可能エネルギーでは、県内１９市中１２市が参酌基準

どおりであるが、６市では独自の取扱いとしている。 

Ｑ．太陽光発電設備の対象はどのようか。 

Ａ．自家消費型のもので、売電目的のものは該当しない。 

Ｑ．軽自動車税について、県内の状況と影響額はどのようか。 

Ａ．県と同様の取扱いとするのは１９市中１６市の見込みであ

る。種別割の影響額として、平成２９年度の例では、約２３０

台、１８０万円が減免の対象から外れることとなる。 

（意見） 

 ・制度改正の内容や改正に伴う影響額がより分かる資料を添

付したうえ、改めて審議することとしたい。 

 会 議 結 果 次回の政策会議に改めて付議することとする。 

 

議題：秦野市水道事業水道技術管理者及び布設工事監督者に関する条例の一部を改

正することについて 

 担当部課等 上下水道局経営総務課 

 説 明 者 上下水道局長、経営総務課長、経営総務課課長代理（総務担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．開設予定の専門職大学に水道の資格に関わるものがないが

どうか。 

Ａ．現在開設予定の中では把握しているものはないが、法律と

同様の規定を整備しておくものである。 

 会 議 結 果 原案了承 
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議題：秦野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する

条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 選挙管理委員会事務局 

 
説 明 者 

選挙管理委員会事務局長、選挙管理委員会事務局局長代理（選

挙担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．ビラの頒布方法について、街頭演説の場所などの範囲はど

のようか。 

Ａ．候補者に対して選挙管理委員会から交付する標旗（のぼり

旗）を掲げなければならないこととなっており、その範囲と

なる。 

（意見） 

 ・立候補者説明会などにおいて、よく説明をしてほしい。 

 会 議 結 果 原案了承 

 

―以上― 


